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2023 年 5 月 8 日 No. 177（毎月 1 日発行） 

法人税申告期限の延長について 

1. 法人税申告期限の延長について 

香港税務局は 2023 年 4 月 14 日、Code N（決算日が 4 月から 11 月まで）の法人について、

2022/23 年度の法人税申告期限を 5 月 17 日まで延長すると発表しました。 

Code N の法人については 5 月 3 日を期限とするという発表が 3 月 20 日に行われたばかりですが、法

人側の対応が困難であるとして 2 週間の延長が決定しました。他の決算日の法人については今のところ延

長は発表されておりません。 

今回の発表後の、各決算日ごとの申告期限は以下の通りです。 

 

会社の決算期 税務申告期限 

2022 年 4 月～11 月（Code N） 2023 年 5 月 17 日 

2022 年 12 月（Code D） 2023 年 8 月 15 日 

2023 年 1 月～3 月（Code M） 2023 年 11 月 15 日 

2023 年 1 月～3 月（損失会社の特例） 2024 年 1 月 31 日 

 

2. 個人所得税申告書（BIR60）の発行について 

香港税務局は 2023 年 5月2日、個人に対して 2022/23 年度（2022 年 4月から 2023 年 3月

までの課税年度）の税務申告書を約 240 万の納税者に送付しました。各納税者は 1 か月以内である 6 

月2日までに申告書を提出する必要があります。 

 

3. 最低賃金の引き上げについて 

2023 年 5 月 1 日より、香港における法定最低賃金は一時間当たり 37.5 香港ドルから 40 香港ドル

に引き上げられました。正社員、アルバイトなどの雇用形態に関係なく法定最低賃金が適用され、正社員

の場合は、時給ベースで換算した賃金が最低賃金を下回ってはいけないこととなります。 

 

4. 労災の罰金の引き上げについて 

2023 年 4 月 19 日、改正労働安全衛生条例が香港立法会で成立しました。改正条例では雇用主

が労働安全衛生関連の罪を犯した場合、起訴犯罪については現行の 20 倍となる最高 1,000 万香港ド

ルの罰金と、最高２年の禁錮刑が科されます。略式起訴犯罪では、起訴期限は従来の 6 か月から 9 か

月に延長され、罰金額は雇用主については最高 300 万香港ドル、従業員については最高 15 万香港ド

ルにそれぞれ引き上げられます。条例制定時から最高刑が変わっていないことや、過去約 20 年で命に関わ

る労働災害の数が減っていないことが背景にあるようです。 
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「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じ

たとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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